
アンケート 全体集計                                   （回答数304名） 

管理職 
13% 

一般職    
87％ 

職  種  10代 
0% 

20代 
8% 

30代 
22% 

40代 
31% 

50代 
22% 

60代以
上 

17% 

年  代  



1年未満 
14% 

１～3年

未満 
16% 

3～5年

未満 
18% 

5～10年

未満 
26% 

10年以

上 
26% 

経験年数   

相談  

7% 

居住系 
32% 

訪問系 
32% 

日中活

動系 
29% 

施設・事業所の種別について   

相談支援事業所  

居住系（入所施設・グループホームなど） 

訪問系（ヘルパー事業所・訪問看護ステーションな

ど） 

日中活動系（生活介護事業所・就労支援事業所・

地域活動支援センターなど） 



26 

26 

135 

5 

6 

131 

20 

3 

0 

0 

13 

29 

16 

31 

0 20 40 60 80 100 120 140 160

相談支援専門員 

サービス管理責任者 

介護福祉士 

社会福祉士 

精神保健福祉士 

ヘルパー 

看護師 

PT

OT

ST

保育士 

介護支援専門員 

その他 

なし 

保有資格（複数回答可）  

• 社会福祉主事 
• 児童構成指導員 
• 教員免許 
• 幼稚園教諭 
• 管理栄養士 
• 調理師  など 
 

＊「その他」→類似回答を
まとめ、抜粋しています。 



54 

31 

48 

70 

40 

37 

10 

17 

148 

0 50 100 150 200

①障がいへの不理解 

偏見について 

②障がいがあることで差別された 

③近隣など地域とのトラブル 

④金銭管理について 

⑤成年後見制度*について 

⑥虐待について 

⑦消費者被害について 

⑧ その他 

（人）  

問1：貴施設・事業所では、利用者や家族から以下のような相談を 
  受けたことがありますか？（複数回答可）  

• 各種サービスや制度について
の問合せ 

• 健康について 
• 日常生活について 
• 経済的不安 
• 将来の不安 
• 利用者間のトラブル  など 



139 

52 

72 

34 

37 

0 20 40 60 80 100 120 140 160

①施設・事業所で、制度の利用を勧め、手続を

支援している 

②専門職（弁護士や司法書士など）につないで

いる 

③他機関(基幹相談支援センター、権利擁護支

援センターなど)に相談または紹介している 

④その他 

⑤対応していない 

⇒問1で①～⑧を選んだ場合 
貴施設・事業所では、利用者から問１の①～⑧のような相談を受けた場合、 
どのように対応していますか？（複数回答可） 

 
 
 

• 相談に応じて各支援機関へ相談や
連絡 

• 学校関係者 
• 管理医師へ相談 
• 事務所、上司へ連絡 
• スタッフ同士で解決策を考える 
• 相談を直接受けることはない 
• 事後報告だったので対応なし など 

 
 



129 

119 

64 

40 

60 

0 50 100 150

①現在、収支管理（お金のやり繰り）の支援を受けて

いる人がいる 

②施設・事業所利用時に金銭を保管してもらっている

人がいる 

③現在支援は受けていないが、収支の管理（お金の

やり繰り）が困難な人がいる 

④収支管理（お金のやり繰り）に支援が必要な人は

いない 

⑤わからない 

（人）  

問２：利用者の中で金銭管理の支援が必要な人がいますか？ 
（複数回答可） 



153 

49 

75 

17 

16 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

①施設、事業所で対応 

②日常生活自立支援事業*を利用 

③成年後見制度を利用 

④その他 

⑤特に何もしていない 

⇒問２で①～③を選んだ場合 貴施設・事業所ではどのように対応していますか？
（複数回答可） 

• 家族が管理 
• 社協 
• 行政 
• 相談員が管理 
• 外出(移動支援)を通して金銭管理

できるように支援 
• 家族へ連絡・収支ノート作成 
• 口頭説明 
• 他機関につなぐ  など 



97 

96 

38 

85 

0 50 100 150

①金銭管理の規定（内規を含む）を定めている 

②金銭管理について、書類（契約書など）を交わしている 

③その他 

④定めていない 

問３: 利用者の金銭管理に関する規定などを定めていますか？ 
（複数回答可） 

• 金銭管理をしないと規定 
• 公的機関利用を勧める 
• 検討中 
• 担当しない 
• 「わからない」が半数 など 



155 

51 

41 

11 

7 

12 

0 50 100 150 200

①施設、事業所の職員が対応する 

②行政の担当課に相談する 

③基幹相談支援センターに相談する 

④権利擁護支援センター*に相談する 

⑤専門機関（法テラスやリーガルサポートなど）に相談する 

⑥その他 

問４: 利用者に成年後見制度の利用が必要になった場合、どのように対応して    
   いますか？（複数回答可） 

• 家族と一緒に 
• どのように進めていいか悩んでいる 
• まだ必要な人がいない など 



67 

226 

0 50 100 150 200 250

①ある 

②ない 

問５：貴施設・事業所内で、虐待やその疑いがあるような場面を 
   見たり聞いたりしたことがありますか？ 

52 
25 

8 
2 
2 

1 
2 

4 
2 

10 
6 

2 

0 10 20 30 40 50 60

①施設・事業所内で対応 

②行政の担当課へ相談・通報 

③基幹相談支援センターへ相談・通報 

④権利擁護支援センターへ相談 

⑤虐待通報ダイヤル**へ連絡 

⑥警察へ通報 

⑦対応できる職員がいなかった 

⑧対応方法がわからなかった 

⑨相談先がわからなかった 

⑩虐待か迷って通報しなかった 

⑪その他 

⑫何もしなかった 

⇒問５で「①ある」を選んだ場合どのように対応しましたか？（複数回答可） 

• スタッフ全員でミーティング 

• 相談員からの報告か相談や会議等で対
応 

• 虐待までではないのか疑わしい 
• 管理者が対応  



203 

48 

6 

39 

0 50 100 150 200 250

①明確に記載している 

②明確とはいえないが記載している 

③記載していない 

④知らない、わからない  

問６：貴施設・事業所の基本理念や運営方針には、利用者の権利擁護について 
   明確に記載していますか？ 



188 

112 

99 

91 

107 

49 

12 

2 

0 50 100 150 200

① 苦情受付担当者を定めている 

②苦情解決責任者を定めている 

③第三者委員会を設置している 

④投書箱などを用意している 

⑤職員が日常的に把握している 

⑥苦情対応結果を公表している 

⑦その他 

⑧取り組みを行なっていない 

問７：貴施設・事業所では利用者の苦情解決のためにどのような 
   取り組みを行なっていますか？（複数回答可） 

問７－１：問７の取り組みについて、内容や利用の仕方などを 
     知っていますか？ 

176 

68 

0 50 100 150 200

①知っている 

②知らない 

• 責任者・管理職が対応 
• 契約時に説明 
• アンケート実施 
• ミーティング など 



232 

124 

140 

140 

107 

61 

50 

5 

15 

0 50 100 150 200 250

①職員の理解や知識などを高める研修 

②職員の忙しさを緩和するための体制の充実 

③職員の悩みやストレスを解消するための支援 

④利用者が不穏状態にならない為の支援の充実 

⑤施設、事業所の環境の整備 

⑥地域やボランティア等の外部の目の導入 

⑦利用者や家族等の事業運営への参加 

⑧その他 

⑨特にない 

問８：利用者にとって不適切な対応が生じないように貴施設・事業所    
   でおこなっていることや、これから職場での取り組みが必要だ 
   と思うことはありますか？（複数回答可） 

• 金銭管理してくれる制度の手続きのし
やすさ 

• 利用者の体調管理と報告、連絡、相談 
• 給料面でのアップの支援 

• ②の充実や③の支援の費用負担は誰
がするのか、事業所が負担できるのか
疑問  など 



31 

38 

17 

2 

10 

0 10 20 30 40

①権利擁護の基本的な理

解について 

②虐待防止のための取り

組みについて 

③成年後見制度に関する

研修 

④その他 

⑤実施していない 

問９：権利擁護支援に関する研修として、職
員に対して過去３年間で実施したものがあり
ますか？外部で開催された研修への派遣も
含めてお答えください。（複数回答可） 

100 

114 

36 

3 

108 

0 50 100 150

①権利擁護の基本的な理

解について 

②虐待防止のための取り

組みについて 

③成年後見制度に関する

研修 

④その他 

⑤実施していない 

問９：以下のような権利擁護支援に関する研修
に、過去３年間で参加したことがありますか？
（複数回答可） 



6 

20 

16 

23 

41 

4 

2 

2 

0 50

①研修時間が午前中 

②研修時間が午後から開始 

③研修時間が18時以降に開

始 

④会場が自身の施設・事業

所 

⑤会場が泉佐野市や田尻町 

⑥会場が（大阪市内のよう

に）遠くて も構わない 

⑦その他 

⑧特にない 

問９－１：職員を研修に派遣しやすい条件は
何ですか？（複数回答可） 

33 

53 

20 

136 

116 

21 

1 

34 

0 50 100 150

①研修時間が午前中 

②研修時間が午後から開始 

③研修時間が18時以降に開

始 

④会場が自身の施設・事業

所 

⑤会場が泉佐野市や田尻町 

⑥会場が（大阪市内のよう

に）遠くて も構わない 

⑦その他 

⑧特にない 

問９－１：研修に参加しやすい条件は
何ですか？（複数回答可） 



問９－２：自身は参加した研修に、参加でき
なかった同僚に対して、内容を伝達する機
会（伝達講習や会議、復命書や資料の回覧
など）がありますか？ 

204 

44 

0 100 200 300

  ①ある 

  ②ない 

38 

2 

0 20 40

 ①設けている 

 ②設けていない 

問９－２：研修に参加できなかった職
員に対して、内容を伝達する機会を
設けていますか？ 



201 

89 

108 

101 

55 

124 

1 

27 

0 50 100 150 200 250

①職員の理解や知識などを高める研修 

②利用者の家族への啓発や学習機会を設ける 

③相談への支援や専門職による助言 

④マニュアルなどの整備 

⑤成年後見制度の利用を促進する仕組み作り 

⑥施設、事業者間の連携や情報交換等 

⑦その他 

⑧特にない  

問10：利用者の権利擁護を支援する上で、支援してほしいと思うこと 
   はありますか？（複数回答可） 



【利用者の権利擁護についての意見】 

●実際にどれだけの人々が（施設職員並びに介護職）どれだけ理解し、実行できているか 

 だと思います。 

●情報をください 

●研修は毎年毎年施設内で職員が発表するという研修のみです。もっとたくさん外の研修 

 を受けたいのですがダメみたいです。もっともっと向上心がもてるよう他の施設の職員と 

 接したりする事もなく、日々業務に取り組んでいます。 

●障がいが重度化にともない職員の負担が大きく、大変体も心もきつくなっているのを感 

 じています。利用者の支援は、職員自身の心のケアもしていかなければ長続きしない職  

 業だと思います。利用者にやさしい気持ちで支援できるよう努力していきたいです。 

●人権意識が向上できる研修、皆がやさしい人になれる社会づくり 

●利用者の権利とは、そんなに軽視されているのですか？申し訳ないですが、このアン 

 ケートを出している機関が、提出先の事業所に出向いて説明会等をするつもりはあるの 

 でしょうか？ 

●権利擁護は事業所だけでなく、ご利用者にかかわる方々の連携が必要と思います。関 

 係機関の協力体制をととのえる事が大切だと思います。 

●ご家族の高齢により、ご利用者を守る為の主支援者が必要となって来ます。増々後見 

 人制度の必要性が今後大きくなると思います（ご家族より不安の声をよく聞きます） 

 

 

 



【利用者の権利擁護についての意見】 

●一人一人の生きやすさを考えた時、障がいだけでなく、生きてきた環境や出会いの中 

 で、ゆがんでしまったりすることが、生きにくさがある。その人らしくが、本当にその人らし 

 いのだろうかと不安になる。十分で感じたり、考えたり出来る人ばかりでないので、押し 

 つけてはいないだろうか？などふと思ってしまうことがある。 
●あまり食べない利用者に、強引に食事を介助するのは虐待か？栄養面において食事  
 は重要で少しでも食べてほしい気持ちがある。他害がひどい方への対応の場合も致し 
 方ないのかもと考えてしまう。狂暴におそってくる場合、ひきずって別室に連れていくと 
 か。なぜなら中にはすごく恐ろしい目に合わされた場合（すごく怒られた場合）その相手 
 には他害しなくなることも多い。また、周りに被害が及ぶ前に早く別室へ移動させないと 
 いけない。他害される方が100kg位の人も多くいる。 
●入所型の閉ざされた施設などでは特に利用者に直接支援すればする程、虐待へのリス 
 クは実際に高まります。（虐待したいと思っておこるのではなく、気持ちの余裕のなさが 
 引き起こしますので）職員の仕事の膨大さも虐待への原因になります。重度の利用者の 
 地域移行があたりまえの社会に早くなればと願っています。 
●1人1人違うのでこの方にはこうして、とか、その日によって、また時間帯によって違うの 
 でその方の「権利」という事を重んじる時、病気だからという言葉で自分の気持ちをなだ 
 めています（色々な言葉で言われる） 
 
 
 

 

 

 



●スタッフは皆、共有しないとね 
●ヘルパーにも人権があると思います。もちろん利用者にもありますが、私達の人権 
 は？いつも利用者の事ばかりになっていませんか？ 
●老体にムチ打って頑張っていますが、こちらもかなり無理を言われるため、ストレスが 
 たまり血圧も上がります。 
●利用者さんの権利擁護は大切と思います。ただ、そういう立場を逆手にとって、職員に 
 大きな声をだしたり、施設側に迷惑のかかるような行動をとる人はいないでしょうか？ 
 保護者の方も含めて、泉佐野市やその周辺の市や町には、いないと思うのですが、も 
 しそんな人がいたら、とても仕事がやりづらいなぁ〜と考えました。今の所、そんな人に 
 出会っていませんが、もしいたら、どんな対応をすればいいのでしょうか？両方の立場 
 からみる必要があるのでしょうか？ 
●現場職員のストレス、疲労を考えてほしい。 

【利用者の権利擁護についての意見】 


